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に
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る
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を
せ
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を
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者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

者
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十
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円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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則
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こ
の
法
律
の
失
効
）
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律
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失
効
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第
二
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を

第
二
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を

失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
の
法
律
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

い
て
は
、
こ
の
法
律
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


